
名古屋大学大学院医学系研究科 特任講師または特任助教（常勤・任期あり・１名）の募集について 

 

 名古屋大学大学院医学系研究科では，下記のとおり特任講師または特任助教（計１名、常勤・任期あり）

を募集します。 

 

記 

 

１．勤務場所  【雇入れ直後】名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学寄附講座  

        （愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５ 医学系研究棟３号館９階 ９０１号室） 

【変更の範囲】東海国立大学機構が指定する就業場所 

 

２．職  名  特任講師（常勤）任期 2029年 3月 31日まで（その後 5年ごとの更新を予定） 

        特任助教（常勤）任期 2029年 3月 31日まで（その後 5年ごとの更新を予定） 

 

通算契約期間：最長 2029年 3月 31日まで 

契約の更新可能性：有（契約満了時の業務量、勤務成績、態度、能力、法人の経営状

況、従事している業務の進捗状況・プロジェクトの継続の有無・予算状況等により判

断） 

 

３．職務内容  本公募では、以下の職務を担当する方を求めます。【雇入れ直後】 

１）名古屋大学地域枠学生の研究指導および地域医療教育セミナーの企画・運営 

２）地域医療教育学が担当する講義・実習の運営 

３）愛知県キャリアコーディネーター業務（本学の地域枠学生および本学卒業の地域枠

医師を対象とするキャリア支援、愛知県が主催するセミナーの企画・運営、等） 

４）文部科学省ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業「医療人類学とバーチャ

ル教育を活用した屋根瓦式地域医療教育（濃尾+A）」に関するプロジェクト企画・運営 

５）その他、地域医療教育学寄附講座の運営に関わる各種業務 

【変更の範囲】 

・東海国立大学機構が指定する業務 

 

４．募集人員  計 1名 

 

５．募集条件  (1) 博士の学位を有する者(もしくは着任時までに取得見込みの方) 

またはこれと同等の業績や実務経験を有する者 

       (2) 日本国の医師免許を有する者 

 

６．着任時期  2024年 9月 1日（以降の早い時期） 

 

７．勤務条件  １）勤務時間 裁量労働制 

        ２）休  日 土・日曜日，国民の祝日，年末年始（１２月２９日～１月３日） 

        ３）加入保険 文部科学省共済組合，厚生年金，雇用保険，労災保険 

        ４）有給休暇 年次有給休暇，夏季休暇，その他本学の規程による 

        ５）給  与 名古屋大学年俸制適用職員給与規程の定めるところによる 

（年俸制。住居手当，扶養手当，賞与，退職手当は支給なし） 

        ６）通勤手当 支給（支給要件有り，上限 55,000円/月） 

        ７）その他、東海国立大学機構職員就業規則による 

 

８．選考方法  １）書類選考の上、二次選考として面接審査によって採否を決定します。 

２）職名については、面接審査で判断させていただく予定です。 



３）名古屋大学は業績(研究業績、教育業績、社会的貢献、人物を含む)の評価において

同等と認められた場合には、女性を積極的に採用いたします。 

https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/declaration/positiveaction/index.html 

 

９．応募書類   ①  履歴書（写真貼付）：連絡用のメールアドレスを記載すること。 

②  業績目録：著書、執筆論文（英文・和文の別および査読の有無を記載）、学会発表、

所属学会と活動歴、外部資金（科研費等）の取得歴、受賞歴等。 

③  これまでの教育・研究の概要（1200字程度） 

④ 赴任後の抱負（800-1200字程度） 

⑤ 主要論文の別刷（3編以内, PDF可能） 

※ 書類はいずれも様式自由 

 

10．書類提出先・問い合わせ先 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町 65番地 

               名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学寄附講座 

               Tel:052-744-2031/ Email:ecom@med.nagoya-u.ac.jp 

 

11．応募期限  2024年 6月 30日（日）必着 

        適任者の採用が決まり次第，募集を締め切る場合があります。 

 

12．その他   １）面接のための交通費は自己負担とします。オンラインで行う可能性もあります。 

２）応募書類は原則として返却しませんので，予めご了承ください。 

３）提出書類は本選考にのみ使用します。 

４）2021年 11月「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸出」にお

ける管理対象の明確化に伴い、大学・研究機関における教職員への機微技術の提供の一

部が外為法の管理対象となりました。これに伴い、本公募に応募の際、「類型該当判断

のフローチャート」に基づく「類型該当性の自己申告書」の提出が必要となります。ま

た、採用時には「誓約書」の提出が必要となります。 

様式は下記からダウンロードください。 

https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/Swfp7NdH7PGitf4 

 

 

以上 


